
都道府県医療費適正化計画の策定、実施、検証、取組強化の流れ

策定

平成２０（２００８）年度

実施 検証 取組強化 実績評価・担保措置

平成２２（２０１０）年度 平成２４（２０１２）年度

各都道府県において、医療

費適正化計画を策定、取組

の開始

計画の進捗状況について

要因分析を含めた検証

政策目標の達成が危ぶまれ、

実際の医療費の動向が見通

しを上回ると予測される場合

・ 健康増進計画、医療計画、介

護保険事業支援計画の見直し

を含め、 関係者それぞれの取

組を強化。

政策目標の実施状況を踏ま

え、実績評価措置

・ 医療保険者による後期高齢者
医療支援金（仮称）の負担額等
について、糖尿病等の予防対策
に関する政策目標の実施状況を
踏まえた加算・減算の措置を講じ
る。

・ 後期高齢者医療制度及び国民
健康保険において、各都道府県
の平均在院日数に係る政策目標
の実施状況を踏まえ、費用負担
の特例を設ける。

・ 都道府県は、国に対し、医療費
適正化に資する特例的な診療報
酬の設定について申し出ること
ができることとし、国は、これを踏
まえ、当該都道府県のみに適用
される特例的な診療報酬を設定
することができることとする。

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ

・ 必要があれば、都道府県は国
に対し、診療報酬体系に関する
意見具申。

ｉ 糖尿病・高血圧症・高脂血症の

患者・予備群の減少

ii 平均在院日数の短縮



都道府県における３計画と医療費適正化計画との関係

（新）国の基本方針 国の基本方針 国の基本方針

介護保険事業支援計画助成措置
（２００６～２００８、２００９～２０１１、・・・）（計画期間は各県ごと）

・ サービス従事者の
確保・資質の向上

等

助成措置

・ 区域ごと種類ごとの介護
給付サービス量の見込み

・ 施設における生活環境
の改善を図るための事業

等

整備交付
金

健康増進計画
（計画期間は各県ごと）

・ 地域の実情を踏ま
えた目標

等

助成措置

(新）・ 糖尿病・高血圧症・
高脂血症の患者・予
備群の減少に関する
数値目標

（新）・ 健診及び保健指導
の実施率に関する数
値目標

（新）・ 上記に関する取組
方策

等

医療計画

・ 医療圏の設定
・ 基準病床数
・ 救急医療の確保
・ 医療従事者の確保

等

(新）・ 脳卒中、がん、糖
尿病等の疾病別の患
者の年間総入院日数
の短縮に関する数値
目標

（新）・ 在宅での看取りや
地域連携クリティカル
パスの普及等に関す
る数値目標

（新）・ 脳卒中、がん、糖
尿病等ごとの医療機
関の機能分化と連携

等

統合補助
金等

新
国
の
基
本
方
針

・ （老人）医療費の現状と分析（入院・入院外、一人当たり日数・一人当たり医療費、疾病分類別等）

・ 平均在院日数の短縮に関する数値目標

・ 目標実現のための取組方策（３計画に含まれるものは再掲として記載）

・ その他地域における医療費適正化方策（レセプト審査・点検の充実、重複頻回受診の是正、医療費通知の充実等）

・ 医療費適正化の取組みを行うことによる（老人）医療費の見通し

・ 実施、検証、実施強化、担保措置のサイクル

は医療費適正化計画における政策目標としての位置づけ
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関係当事者全員参加による医療費適正化

患者（被保険者）

・ 生活習慣の改善に向けた努力

医療機関

・ 早期退院の推進、過剰病床の
転換

・ 在宅医療の充実による在宅や
福祉施設での看取りの推進

医療保険者 ・ 生活習慣病減少のための健診・
保健指導の実施

国

都道府県

・ 医療の効率化のための診療報酬
体系の見直し

・ 医療機関指導のための都道府県に
対する予算措置（交付金）

生活習慣病罹患率減少

平均在院日数短縮

・ 市町村への指導

市町村

医
療
費
の
適
正
化

・ 生活習慣病対策の普及啓発

・ 在宅医療の受け皿となる介護
サービス提供体制の充実

・ 医療費適正化計画、及びこれに
連動する健康増進計画、医療計画、
介護保険事業支援計画の策定・実施

医療の効率化の促進措置

医療の効率化・ 適切な受診



【３割】

【２割】

【１割】

７０歳

現役並み所得者
約６％（注１,２）

［現行制度］

７０歳

＜別案（注）＞
（７０歳以上一般２割）

【改正後】

＜別案＞
（６５歳以上一般２割）

低所得者（注３）

約３４％

一般
約５９％

注１）現役並み所得者：課税所得１４５万円、標準報酬月額２８万円相当以上

（高齢者夫婦世帯の場合、年収約６２０万円以上）

注２）平成１８年実施の公的年金等控除等の見直しにより、現役並み所得者の最低年収額が

下がり、対象者が増加する。

・最低年収額（夫婦世帯の場合） 約６２０万円以上→ 約５２０万円以上

・現役並み所得者の対象者 約６％（約１２０万人）→ 約１１％（約２００万人）

新たに現役並み所得者となる者については、平成１８年８月から２年間、

自己負担限度額を一般並みに据え置く経過措置を講じる。

注３）低所得者：住民税非課税世帯

【３割】

【２割】

現役並み所得者【３割】

一般

【３割】
【３割】

【２割】 【１割】

現役並み所得者

６５歳 ７５歳

【３割】

一般

【３割】
【３割】

【２割】【２割】

【１割】

現役並み所得者

６５歳 ７５歳

【３割】

一般

低所得者

低所得者

【１割】 低所得者

高齢者の患者負担高齢者の患者負担



介護療養型医療施設

介護保険の見直し後 現行の医療保険 見直し後
（例：要介護５・住民税課税者・多床室） （例：７０歳以上・住民税課税者・多床室） （例：７０歳以上・住民税課税者・多床室）

食費
（食材料費相当）

２．４万円

（栄養管理） （栄養管理）

１割負担 ３．７万円 ４．０万円 １割負担 ４．０万円

自己負担額（モデル） 自己負担額
　計８．９万円／月 　計６．４万円／月

      　　　　　　　  は自己負担部分
           　　　　   は療養病床において新たに負担を求めることとするもの

１割負担

療養病床に入院する高齢者に係る食費及び居住費の負担の見直し

食費
（食材料費＋調理コスト相当）

４．６万円（※）

食事療養費

医療保険適用療養病床

食費
（食材料費＋調理コスト相当）

４．２万円

居住費
（光熱水費相当）

１．０万円 １．０万円（※）

自己負担額
　計９．６万円／月

療養の給付
療養の給付

居住費
（光熱水費相当）

介護サービス

※　新たに負担を求める部分に係る自己負担額については、具体的な制度設計のあり方等を踏まえて変更があり得る。


